
 

資料 No.10-４ 
つくば市議会の個人情報の保護に関する条例施行規程(例)新旧対照表 

つくば市議会の個人情報の保護に関する
条例施行規程 新 

つくば市議会の個人情報の保護に関する
条例施行規程 旧 

個人情報の保護に関する法律施行規則 備考 

（要配慮個人情報） 

第４条 条例第２条第３項の議長が定

める記述等は、次に掲げる事項のい

ずれかを内容とする記述等（本人の

病歴又は犯罪の経歴に該当するもの

を除く。）とする。 

(1) 次に掲げる身体障害、知的障

害、精神障害（発達障害を含

む。）その他の心身の機能の障害

があること。 

ア―ウ 略 

エ 治療方法が確立していない疾

病その他の特殊の疾病であって

障害者の日常生活及び社会生活

を総合的に支援するための法律

（平成 17 年法律第 123 号）第

４条第１項の政令で定めるもの

による障害の程度が同項の主 

（要配慮個人情報） 

第４条 条例第２条第３項の議長が定

める記述等は、次に掲げる事項のい

ずれかを内容とする記述等（本人の

病歴又は犯罪の経歴に該当するもの

を除く。）とする。 

(1) 次に掲げる身体障害、知的障

害、精神障害（発達障害を含

む。）その他の心身の機能の障害

があること。 

ア―ウ 略 

エ 治療方法が確立していない疾

病その他の特殊の疾病であって

障害者の日常生活及び社会生活

を総合的に支援するための法律

（平成 17 年法律第 123 号）第

４条第１項の政令で定めるもの

による障害の程度が同項の厚生

（要配慮個人情報） 

第五条 令第二条第一号の個人情報保

護委員会規則で定める心身の機能の

障害は、次に掲げる障害とする。 

 

 

 

 

 

 

一～三 略 

四 治療方法が確立していない疾病

その他の特殊の疾病であって障害者

の日常生活及び社会生活を総合的に

支援するための法律（平成十七年法

律第百二十三号）第四条第一項の政

令で定めるものによる障害の程度が 

同項の主務大臣が定める程度である 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・個人情報の保護に関する

法律施行規則の一部を改

正する規則（令和５年個

人情報保護委員会規則第

５号）による個人情報保

護法施行規則の改正に対

応 
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 務大臣が定める程度であるもの 

 

(2)―(5) 略 

 

（個人の権利利益を害するおそれが

大きいもの） 

第５条 条例第 11 条の個人の権利利益

を害するおそれが大きいものとして

議長が定めるものは、次の各号のい

ずれかに該当するものとする。 

 

(1) ・(2) 略  

(3) 不正の目的をもって行われたお

それがある議会に対する行為によ

る保有個人情報（議会局の職員が

取得し、又は取得しようとしてい

る個人情報であって、保有個人情

報として取り扱われることが予定

されているものを含む。）の漏え

い等が発生し、又は発生したおそ

れがある事態 

労働大臣が定める程度であるも

の 

(2)―(5) 略 

 

（個人の権利利益を害するおそれが大

きいもの） 

第５条 条例第 11 条の個人の権利利益

を害するおそれが大きいものとして

議長が定めるものは、次の各号のい

ずれかに該当するものとする。 

 

(1) ・(2) 略  

(3) 不正の目的をもって行われたお

それがある保有個人情報の漏えい

等が発生し、又は発生したおそれ

がある事態 

 

 

 

 

 

もの 

 

 

 

（個人の権利利益を害するおそれが

大きいもの） 

第四十三条 法第六十八条第一項の個

人の権利利益を害するおそれが大き

いものとして個人情報保護委員会規

則で定めるものは、次の各号のいず

れかに該当するものとする。 

一・二 略 

三 不正の目的をもって行われたお

それがある当該行政機関の長等の

属する行政機関等に対する行為に

よる保有個人情報（当該行政機関

の長等の属する行政機関等が取得

し、又は取得しようとしている個

人情報であって、保有個人情報と

して取り扱われることが予定され

ているものを含む。）の漏えい等

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・個人情報の保護に関する

法律施行規則の一部を改

正する規則（令和５年個

人情報保護委員会規則第

５号）による個人情報保

護法施行規則の改正に対

応 

・括弧書内は、未取得の個

人情報に対する保護を追
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(4) 略 

 

２ 議長は、条例第 11 条本文の規定に

よる通知をする場合には、前項各号

に定める事態を知った後、当該事態

の状況に応じて速やかに、当該本人

の権利利益を保護するために必要な

範囲において、次に定める事項を通

知しなければならない。 

 

(1) 略 

(2) 漏えい等が発生し、又は発生し 

たおそれがある保有個人情報（前 

項 第 ３号 に定 める 事態 に つい て

は、同号に規定する個人情報を含 

む。）の項目 

(3)―(5) 略 

 

 

(4) 略 

 

２ 議長は、条例第 11 条本文の規定に

よる通知をする場合には、前項各号

に定める事態を知った後、当該事態

の状況に応じて速やかに、当該本人

の権利利益を保護するために必要な

範囲において、次に定める事項を通

知しなければならない。 

 

(1) 略 

(2) 漏えい等が発生し、又は発生し

たおそれがある保有個人情報の項

目 

 

 

(3)―(5) 略 

が発生し、又は発生したおそれが

ある事態 

四・五 略 

（個人情報保護委員会への報告） 

第四十四条 行政機関の長等は、法第

六十八条第一項の規定による報告を

する場合には、前条各号に定める事

態を知った後、速やかに、当該事態

に関する次に掲げる事項（報告をし

ようとする時点において把握してい

るものに限る。）を報告しなければ

ならない。 

一 略 

二 漏えい等が発生し、又は発生し

たおそれがある保有個人情報（前

条第三号に定める事態について

は、同号に規定する個人情報を含

む。次号において同じ。）の項目 

三～九 略 

加する趣旨であるとこ

ろ、保有個人情報は職員

が取得し、議会が保有す

る個人情報であるため

（条例（例）第２条第４

項）、表現を合わせるべ

きであることから、「議

会の事務局の職員が取得

し、又は取得しようとし

ている個人情報」として

整理する。 

 

・個人情報の保護に関する

法律施行規則の一部を改

正する規則（令和５年個

人情報保護委員会規則第

５号）による個人情報保

護法施行規則の改正に対

応 

 


